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１　記載上の留意点
(1)

(2) 　記載内容は、時期が特定されているものを除き、本自主点検表の提出日現在で記入してください。
(3) 　記入欄が不足の場合は、適宜様式を追加してください。　
(4) 「備考」欄中、「⇒」部分は記入が必要な項目です。

２　この点検表に関する法令・通知は、次のとおりです。

「法」 ⇒ ・　子ども・子育て支援法（平成２４年　法律第６５号）
「基準」 ⇒ ・

「児童福祉法」 ⇒ ・　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
「指導監査通知」 ⇒ ・　特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について（令和元年　府子本第６８９号・元文科初第１１１８号・子発１１２６第２号）

（法令・通知の名称） (文中の略称）

　各項目について、施設運営の状況を内部点検したうえで、「点検結果」欄の「□はい・□いいえ・□該当しない」のいずれかの□にチェックマークを入れ、また、「備考」欄にも必要に
応じて記載を記載してください。

　なお、自主点検項目中「～していますか。また、～していますか。」のように、二つの設問に対して「□はい・□いいえ」欄が一つしかない項目は、二つの設問の要件をいずれも満たし
ている場合のみ「□はい」の方にチェックマークを入れ、いずれかが「いいえ」の場合は「□いいえ」の方にチェックマークを入れてください。

特定子ども・子育て支援施設等自主点検表の記載について

　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年　内閣府令第３９
号）



（法定代理受領用）

第１ 　保育の状況運営に関する基準

1

① はい ・ 基準第55条第1項

② はい ・ ※ 基準第55条第2項
特定費用なし ⇒ 書面による特定費用の明示方法

運営規程 重要事項説明書 利用のしおり 利用申込書
利用契約書 その他 （

⇒ 記載内容

有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

③ はい ・ 基準第55条第1項
基準第57条による読替

２

① はい ・ 基準第56条第1項

② はい ・ 基準第56条第1項
特定費用なし

③ はい ・ 基準第56条第1項
基準第57条による読替

【運営規程、重要事項説
明書、パンフレット、利
用申込書、利用契約書
等】

支払いを求める理由

【領収証控、集金袋等】

領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の
交付

　利用料の額と特定費用の額を区分して領収証に
記載していますか。

いいえ

　保護者から費用の支払いを受ける際、領収証を
交付していますか。

いいえ

【法定代理受領】の場合は③も回答

いいえ

　法定代理受領の場合の利用料は、市から支払い
を受けた施設等利用費を控除して得た額を領収証
に記載していますか。

　法定代理受領の場合、保護者から徴収する利用
料は、市から支払いを受けた施設等利用費を控除
して得た額の支払いを受けていますか。

いいえ

【法定代理受領】の場合は③も回答

いいえ

根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

いいえ

備考自 主 点 検 項 目 点検結果

利用料及び特定費用の額の受領

　保護者との間に締結した契約により定められた
利用料及び特定費用の支払いを受けていますか。

　特定費用については、あらかじめ金銭の使途、
額、理由について書面により明らかにするととも
に、保護者への説明を行い、同意を得ています
か。

【領収証控等】

　特定費用の例（日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等）

記載内容 記載の有無 備　　考
金銭の使途

金額

【領収証控、集金袋等】

【領収証控、集金袋等】
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根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

備考自 主 点 検 項 目 点検結果

④ はい ・ 基準第56条第2項

⑤ はい ・ ⇒ 保護者への施設等利用費の額の通知 基準第56条第2項
基準第57条による読替

※

３

はい ・ 基準第58条
該当なし

４
はい ・ ※ 基準第59条

５
① はい ・ 基準第60条第1項

② はい ・ 基準第60条第2項

③ はい ・ 基準第60条第3項

６
はい ・ ※ 基準第61条第1項

基準第61条第2項

※ 労働基準法第108条
① 有・ 無

会社法第435条
社会福祉法人会計基準第1条

③ 有・ 無

整備の有無

①特定子ども・子育て支援提供の記録
②施設等利用給付認定保護者に関する市への通知に係る記録

次の記録を整備し、完結日から５年間保存してください。

差別的扱いをしていない場合は、「はい」にチェックマークを入れてください。

【誓約書、就業規則等】

【同意書】

【特定子ども・子育て支
援提供証明書控（保護者
交付分）】

【施設等利用費の額の通
知】

【施設等利用給付認定保
護者に関する市町村への
通知】

次の記録を整備してください。
①職員に関する記録：賃金台帳
②設備に関する記録：立入調査時に確認させていただいているため不要とします。
③会計に関する記録：決算書又は確定申告書類

いいえ

施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通
知

いいえ

いいえ
施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則
　子どもの国籍等によって、差別的扱いをしてい
ませんか。

　保護者が偽りその他不正な行為によって施設等
利用費の給付を受け、又は、受けようとしたと
き、市町村に通知していますか。

　職員、設備及び会計に関する諸記録を整備して
いますか。

秘密保持
　正当な理由なく、業務上知り得た子ども又はそ
の家族の秘密を漏らしていませんか。

　法定代理受領の場合、保護者に対し施設等利用
費の額を通知していますか。

いいえ

　保護者に対し「特定子ども・子育て支援提供証
明書」を保護者に交付していますか。

いいえ

【法定代理受領】の場合は⑤も回答

いいえ

いいえ

いいえ

記録の整備

　職員であった者に対しても、秘密を漏らすこと
のないよう、必要な措置を講じていますか。

　小学校等に対し子どもに関する情報を提供する
際には、あらかじめ文書により保護者の同意を得
ていますか。

額の通知方法

【誓約書、就業規則等】

　通知は通知書の送付や掲示等、任意の手法で足り、例えば１年度に１回の通知
等、簡易な方法でも構いません。
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